
議案第33号 

 

備前市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

備前市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定する。 

 

 

令和6年2月20日 

 

備前市長  村 武 司 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

備前市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年備前市条例第55号)の

一部を次のように改正する。 

 

第2条第3号中「、期末手当」の次に「、勤勉手当」を加え、「及び期末手当」を「、期末手

当及び勤勉手当」に改める。 

第6条第1項中「期末手当」の次に「、勤勉手当及び退職手当」を加える。 

第13条の次に次の1条を加える。 

(勤勉手当) 

第13条の2 給与条例第22条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に

ついて準用する。 

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第22条の規定による勤勉手

当の支給について準用する。 

第22条第1項中「この条」の次に「及び次条第1項」を加え、同条の次に次の1条を加える。 

(勤勉手当) 
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第22条の2 給与条例第22条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員

について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が

受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれ

の基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパ

ートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員

との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとす

る。 

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第22条の規定による勤勉手

当の支給について準用する。 

 「     

別表中 

 一般事務補助員、利用者支援事業補助職員、調査補

助員、地区公民館館長、青少年育成専任指導員、就

労支援員、障害区分認定調査員 

5号給 

 

を 

    」  

「     

 一般事務補助員、利用者支援事業補助職員、調査補

助員、地区公民館館長、青少年育成専任指導員、就

労支援員、障害区分認定調査員 

5号給 

 

に改め、「(主任介護支

 一般事務補助員(子育て支援員資格) 18号給  

   」  

援専門員資格)」の次に「、心理職員(公認心理師、臨床心理士資格)」を、「(准看護師資格)」

の次に「、准看護師(認定こども園等勤務)」を、「(看護師資格)」の次に「、看護師(認定こど

も園等勤務)」を加え、「子育て支援センター支援員」を「子育て支援員、ICT支援員」に改め、

「教育支援センター指導員」の次に「、主任ICT支援員」を加え、同表3 教育職給料表(給与条

例別表第3)の部に次のように加える。 

2級 ALT(外国語指導助手) 13号給 

英語教育専門員 41号給 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例による改正後の備前市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表の

規定は、この条例の施行の日以後の勤務に対する給料について適用し、同日前の勤務に対す

る給料については、なお従前の例による。 
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議
案
第
3
3
号
参
考
資
料
 

備
前
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
正

 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

(
定
義

) 
(定

義
)
 

第
2
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
2
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 
給
与
 
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
給
料
、
地
域
手
当
、

通
勤
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手

当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
退
職
手
当
を
い
い
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度

任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
報
酬
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
を
い
う
。
 

(
3
)
 
給
与
 
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
給
料
、
地
域
手
当
、

通
勤
手
当
、
特

殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手

当
、
期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
退
職
手
当
を
い
い
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
報
酬
及
び
期
末
手
当
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
い
う
。
 

(
給
与
の
支
給
)
 

(給
与
の
支
給
)
 

第
6
条

 
給

与
(
期

末
手

当
、

勤
勉

手
当

及
び

退
職

手
当

を
除

く
。

次
項

に
お

い
て

同

じ
。
)
の
計
算
期
間
は
、
毎
月
1
日
か
ら
末
日
ま
で
と
し
、
翌
月
に
支
給
す
る
。
 

第
6
条
 
給
与
(
期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
)
の
計
算
期
間
は
、
毎
月
1
日
か
ら
末
日
ま
で
と
し
、
翌
月
に
支
給
す
る
。
 

2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

(
勤
勉
手
当

)
 

第
1
3
条

の
2
 

給
与

条
例

第
2
2
条

の
規

定
は

、
任

期
の

定
め

が
6
月

以
上

の
フ

ル
タ

イ

ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

2
 

前
条
第

2
項
及
び
第
3
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
条
例
第
2
2
条

の
規
定
に
よ
る
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 

(
期
末
手
当

)
 

(
期
末
手
当

)
 

第
2
2
条
 
給
与
条
例
第
2
1
条
第
1
項

、
第
2
項
、
第

4項
及
び
第
6
項
の
規
定
は
、
任
期
の

第
2
2
条
 
給
与
条
例
第
2
1
条
第
1
項

、
第
2
項
、
第

4項
及
び

第
6
項
の
規
定
は
、
任
期
の

40



定
め

が
6
月

以
上

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
(
1
週

間
当

た
り

の
勤

務

時
間

が
著

し
く

短
い

者
と

し
て

規
則

で
定

め
る

者
を

除
く

。
以

下
こ

の
条

及
び

次

条
第
1
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
与
条

例
第
2
1
条
第
4
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
(
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
附
則
第
8
項
第

2
号
に
お
い
て
同

じ
。
)
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら

に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
」

と
あ

る
の

は
、

「
そ

れ
ぞ

れ
の

基
準

日

(
退
職
し

、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
)
以
前

6
月

以
内

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
と

し
て

の
在

職
期

間
に

お
け

る

報
酬

(
フ

ル
タ

イ
ム

会
計

年
度

任
用

職
員

と
の

均
衡

を
考

慮
し

て
規

則
で

定
め

る

額
を
除
く
。
)
の
1
月
当
た
り
の
平
均
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

定
め

が
6
月

以
上

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
(
1
週

間
当

た
り

の
勤

務

時
間
が
著
し
く
短
い
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
与
条

例
第
2
1
条
第
4
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
(
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
附
則
第
8
項
第

2
号
に
お
い
て
同

じ
。
)
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら

に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
」

と
あ

る
の

は
、

「
そ

れ
ぞ

れ
の

基
準

日

(
退
職
し

、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
)
以
前

6
月

以
内

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
と

し
て

の
在

職
期

間
に

お
け

る

報
酬

(
フ

ル
タ

イ
ム

会
計

年
度

任
用

職
員

と
の

均
衡

を
考

慮
し

て
規

則
で

定
め

る

額
を
除
く
。
)
の
1
月
当
た
り
の
平
均
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

2
・

3
 
（
略
）
 

2
・

3
 
（
略
）
 

(
勤
勉
手
当

)
 

第
2
2
条

の
2
 

給
与

条
例

第
2
2
条

の
規

定
は

、
任

期
の

定
め

が
6
月

以
上

の
パ

ー
ト

タ

イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
3

項
中

「
そ

れ
ぞ

れ
の

基
準

日
現

在
に

お
い

て
職

員
が

受
け

る
べ

き
給

料
の

月
額

及

び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
基

準
日
(
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
)

以
前

6
月

以
内

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
と

し
て

の
在

職
期

間
に

お

け
る

報
酬

(
フ

ル
タ

イ
ム

会
計

年
度

任
用

職
員

と
の

均
衡

を
考

慮
し

て
規

則
で

定

め
る
額
を
除
く
。
)
の

1月
当
た
り
の
平
均
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

2
 

前
条
第

2
項
及
び
第
3
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
条
例
第
2
2
条
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の
規
定
に
よ
る
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

別
表
(
第

4条
関
係
)
 

別
表
(
第

4条
関
係
)
 

職
種
別
給
料
表
(
上
限

)
 

職
種
別
給
料
表
(
上
限

)
 

給
料
表
の
種
類

職
務

の
級

適
用
範
囲
 

号
給
の

上
限

1
 

行
政

職
給

料
表

(
給

与

条
例

別
表

第
1
)
 

一
般

職
給

料
表

(
1)
 

1
級

一
般
事
務
補
助
員
、
利
用
者
支
援
事
業
補
助
職
員
、

調
査

補
助

員
、

地
区

公
民

館
館

長
、

青
少

年
育

成

専
任

指
導

員
、

就
労

支
援

員
、

障
害

区
分

認
定

調

査
員
 

5
号
給
 

一
般
事
務
補
助
員
(
子
育
て
支
援
員
資
格
)
 

1
8
号

給

手
話

通
訳

者
、

母
子

・
父

子
自

立
支

援
員

、
啓

発

指
導

員
、

地
域

交
流

サ
ロ

ン
運

営
事

業
相

談
員

、

介
護
認
定
訪
問
調
査
員
、
要
介
護
認
定
調
査
員
 

2
3号

給

家
庭

相
談

員
、

社
会

福
祉

士
、

図
書

館
司

書
、

学

芸
員

、
歴

史
資

料
調

査
員

、
社

会
教

育
指

導
員

、

埋
蔵
文
化
財
専
門
研
究
員
 

2
5号

給

介
護
予
防
プ
ラ
ン
ナ
ー
(
介
護
支
援
専
門
員
資
格
)
3
0
号
給

介
護

予
防

プ
ラ

ン
ナ

ー
(
主

任
介

護
支

援
専

門
員

資
格

)
、

心
理

職
員

(
公

認
心

理
師

、
臨

床
心

理
士

資
格
)
 

3
1号

給

2
級

安
全
安
心
担
当
官
、
備
前
焼
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長

4
0
号
給

一
般
職
給
料
表
(
2
)
 
（
略
）
 

給
料
表
の
種
類

職
務

の
級

適
用
範
囲
 

号
給
の

上
限
 

1
 

行
政

職
給

料
表

(
給

与

条
例

別
表

第
1
)
 

一
般

職
給

料
表

(
1)
 

1
級

一
般
事
務
補
助
員
、
利
用
者
支
援
事
業
補
助
職
員
、

調
査

補
助

員
、

地
区

公
民

館
館

長
、

青
少

年
育

成

専
任

指
導

員
、

就
労

支
援

員
、

障
害

区
分

認
定

調

査
員
 

5
号
給
 

 
 

手
話

通
訳

者
、

母
子

・
父

子
自

立
支

援
員

、
啓

発

指
導

員
、

地
域

交
流

サ
ロ

ン
運

営
事

業
相

談
員

、

介
護
認
定
訪
問
調
査
員
、
要
介
護
認
定
調
査
員
 

2
3
号
給
 

家
庭

相
談

員
、

社
会

福
祉

士
、

図
書

館
司

書
、

学

芸
員

、
歴

史
資

料
調

査
員

、
社

会
教

育
指

導
員

、

埋
蔵
文
化
財
専
門
研
究
員
 

2
5
号
給
 

介
護
予
防
プ
ラ
ン
ナ
ー
(
介
護
支
援
専
門
員
資
格
)
3
0
号
給
 

介
護

予
防

プ
ラ

ン
ナ

ー
(
主

任
介

護
支

援
専

門
員

資
格
) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

3
1
号
給
 

2
級

安
全
安
心
担
当
官
、
備
前
焼
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長

4
0
号
給
 

一
般
職
給
料
表
(
2
)
 
（
略
）
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2
 

医
療

職
給

料
表

(
給

与

条
例

別
表

第
2
)
 

医
療
職
給
料
表
(
2
)
 
（
略
）
 

医
療

職
給

料
表

(
3)
 

1級
介

護
予

防
プ

ラ
ン

ナ
ー

(
准

看
護

師
資

格
)
、

准
看

護
師
(
認
定
こ
ど
も
園
等
勤
務
)
 

9
号
給
 

2級
介

護
予

防
プ

ラ
ン

ナ
ー

(
看

護
師

資
格

)
、

看
護

師

(
認
定
こ
ど
も
園
等
勤
務
)
 

9
号
給
 

保
健

師
、

助
産

師
、

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
助
産
師
 

1
3号

給

3
 

教
育

職
給

料

表
(
給

与
条

例

別
表
第
3
)
 

1級
利

用
者

支
援

事
業

専
任

職
員

、
教

育
支

援
員

、
マ

ザ
ー
ス
ク
ー
ル
支
援
員
、
子
育
て
支
援
員
、
I
C
T
支

援
員
 
 

2
号
給
 

養
護
教
諭
 

4
号
給
 

主
要

な
保

育
に

従
事

す
る

保
育

士
等

(
保

育
士

及

び
保
育
教
諭
を
い
う
。
)
を
除
く
保
育
士
等
 

5
号
給
 

主
要
な
保
育
に
従
事
す
る
保
育
士
等
 

8
号
給

 

教
育

指
導

員
、

巡
回

支
援

専
門

員
、

教
育

支
援

セ

ン
タ
ー
指
導
員
、
主
任
I
C
T
支
援
員
 

2
4号

給

部
活
動
指
導
員
 

4
8
号
給

2級
A
L
T
(
外
国
語
指
導
助
手
)
 

1
3号

給

英
語
教
育
専
門
員
 

4
1号

給
 

2
 

医
療

職
給

料
表

(
給

与

条
例

別
表

第
2
)
 

医
療
職
給
料
表
(
2
)
 
（
略
）
 

医
療

職
給

料
表

(
3)
 

1
級

介
護
予
防
プ
ラ
ン
ナ
ー
(
准
看
護
師
資
格
)
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
号
給
 

2
級

介
護
予
防
プ
ラ
ン
ナ
ー
(
看
護
師
資
格
)
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
号
給
 

保
健

師
、

助
産

師
、

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
助
産
師
 

1
3
号
給
 

3
 

教
育

職
給

料

表
(
給

与
条

例

別
表
第
3
)
 

1級
利

用
者

支
援

事
業

専
任

職
員

、
教

育
支

援
員

、
マ

ザ
ー

ス
ク

ー
ル

支
援

員
、

子
育

て
支

援
セ

ン
タ

ー

支
援
員
 

2
号
給
 

養
護
教
諭
 

4
号
給
 

主
要

な
保

育
に

従
事

す
る

保
育

士
等

(
保

育
士

及

び
保
育
教
諭
を
い
う
。
)
を
除
く
保
育
士
等
 

5
号
給
 

主
要
な
保
育
に
従
事
す
る
保
育
士
等
 

8
号
給

  

教
育

指
導

員
、

巡
回

支
援

専
門

員
、

教
育

支
援

セ

ン
タ
ー
指
導
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
4
号
給
 

部
活
動
指
導
員
 

  

4
8
号
給
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